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 １日（火） ８：30 新採用職員辞令交付
/ 役場 町長室

 ４日（金）14：00 教職員辞令交付式 / 中央公民館
 ７日（月） － 始業式 / 平取中・振内中
 ８日（火） － 始業式 / 紫雲古津小・平取小・

二風谷小・貫気別小・振内小
－ 入学式 / 各小中学校

15 日（火） － 町民交通安全の日
13：30 平取町農業協議会総会

 / びらとり農業協同組合
　　　　　　（傍聴できます）

15：00 平取町担い手対策協議会総会
 / びらとり農業協同組合
　　　　　　（傍聴できます）

YOSAKOI ソーラン祭り
市民審査員募集

　演舞を観て感じた『感動』が審査基準のため、  
　特別な技術や知識は必要ありません。
　〇日時　6 月 7 日（土）9:30~19:00、8 日（日）
　　　　    9:30~21:00 の中で 3~4 時間
　〇場所　札幌市中央区  大通公園周辺
　〇活動内容　YOSAKOI ソーラン祭りにおける
　　　　　　　演舞の審査
　〇募集定員　180 人程度（抽選）
　〇申込み　　4 月 1 日（火）～ 25 日（金）
　　　　　　　HP,FAX, 郵送で申し込み下さい。
　　　　　　　※応募用紙は HP から入手可能
　〇お問合せ
　　YOSAKOI ソーラン祭り実行委員会
　　　℡ 011-231-4351  FAX 011-233-4351
　　〒 060-0001 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目
　　　北海道経済センター 4 階
　　　HP　https://www.yosakoi-soran.jp/

  「平取町くらしのサポートブック」発刊
  問 まちづくり課 地域戦略係　℡ 2-2222

　このたび、株式会社サイネックスとの官民協
働事業により、「平取町くらしのサポートブッ
ク」を発刊しました。本誌には、役場での各種
手続き、子育て支援、観光・特産品など、暮ら
しに役立つ情報を掲載しています。「まちだよ
り」といっしょに配布されますので、ぜひご活
用ください。
　また、転入される方へは、転入手続きの際に
窓口でお渡しします。
　なお、本誌の作成費用は、地域内外の事業者
様による広告掲載料で賄われ、町の財政負担は
一切ございません。事業者の皆様のご理解とご
協力に、心より感謝申し上げます。
▷電子書籍版（公開予定日：４月１日～）
　以下の URL または二次元コードよりご覧いた
だけます。
URL：https://www.scinex.co.jp/
　　　wagamachi/loco/01602/
　　　dl_pc.html

  もの忘れ外来 休診のお知らせ
  問 国保病院　℡ 2-2201

　都合により、４月 15 日（火）の『もの忘れ外来』
は休診となります。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

  ～子どもの心の根っこを育てる～
　「ベビーマッサージ教室」開催
  問 ココロノネ代表 石黒  ℡ 090-6873-9292

　子どもへのマッサージには素晴らしい効果が
たくさんあります。タッチケアをおうちで続け
られるように丁寧にアドバイスします。
　レッスン後はゆったりと交流の時間とセラピ
ストからママへハンドマッサージの癒し時間も
あります。ぜひ体験してみてください。
▷日時　４月 11 日（金）　10：00 ～ 12：00
▷場所　ふれあいセンターびらとり ２階 和室
▷定員・対象　生後２か月から
　　　　※予防接種後、24 時間はお控えください
▷持ち物　バスタオル、水分補給できるもの
▷参加費　500 円（オイル、ママへのハンドマッ
　　　　　　　　   サージ、ハーブティ付き）
▷講師　　びらとりベビマ・タッチケア教室
　　　　　「ココロノネ」
　　　　　タッチケアセラピスト石黒・渡邉
▷申込先　公式 LINE より
　　　　　お申込みください。
　　　　　　　　※公式 LINE

  ライトアップイベント《早春銀河鉄道》
  問 びらとり自然ガイドクラブ《アオトラ》
       代表  船越 光次　℡ 090-8372-3666

　昨年の銀河鉄道シリーズから、さらにパワー
アップしたライトアップイベントを開催します。
　自然景観スポットとカラフルな光のコラボを
ぜひご観賞ください。
▷日時　４月 12 日（土）（雨天時は翌日）
　　　　18：30 ～ 21：00
▷場所　二柏の丘（川向北端の丘の上）
※夕陽、夕焼けの撮影はお早めにご来場ください。
※情報は Facebook 発信中。
※アオトラスタンプ実施中。

カラス・カササギの営巣による
停電の予防にご協力願います

　　毎年、春先から初夏にかけては、カラスや
　カササギの営巣が盛んになる時期となってお
　り、電柱や送電鉄塔に多くの巣が作られ、巣
　の材料となる針金などの金属が電線等に触れ
　て、停電が発生することがあります。
　　北電では、こうした停電を予防するため、
　電柱や送電鉄塔にカラスやカササギが止まり
　にくくする工夫をしていますが、もし、営巣
　を発見された場合は、お手数ですが、次の事
　業所までご連絡くださいますようお願いします。
　〈連絡先・お問合せ〉
　北海道電力ネットワーク株式会社
　富川ネットワークセンター ℡ 0120-060-853
　＊音声ガイダンスが流れますので「２」を押
　　してください。

  空き家の片付けに係る補助
  問 まちづくり課 地域戦略係　℡ 2-2222

　町では、空き家バンクの活用および定住促進
による地域活性化を図るため「空き家にある家
財道具等の処分運搬、清掃等費用」に対して助
成する事業を実施します。希望する方はお申し
込みください。
▷受付期間　４月１日（火）～５月９日（金）
▷対象者　　住宅の所有者または利用者で、世帯
　　　　　　全員が町税等を滞納していないこと
▷補助対象　町空き家バンクに登録された家屋
▷対象工事　業者に委託して実施する片付け
▷対象経費
　ごみの収集および運搬、一般廃棄物処理費、
　特定家庭用機器リサイクル料、遺品整理作業、
　ハウスクリーニング、排水管清掃等の費用、
　敷地内の樹木伐採、草刈り等の費用等
▷助成額　
　片付け費用の合計額が１万円以上で片付け費
　用の 1/2 以内（８万円を限度）とし、国や道
　などから補助・交付金の対象となる費用は除く
▷申請書類
　申請書（役場・両支所に設置）、誓約書兼同
　意書、片付け費用の見積書、住宅平面図、片
　付け前の写真、固定資産税名寄帳兼補充課税
　台帳ほか、詳細はお問い合わせください。
※ 1　交付決定前に片付けに着手した場合は、　
　補助対象となりませんので、ご注意ください。
※ 2　申請者が多数の場合は、厳正な審査の上、
　交付決定を行います。

～農業者年金に加入しませんか～

　　農業者年金は、60 歳未満の国民年金の第
　一号被保険者である農業者が、より豊かな老
　後を過ごすことができるよう国民年金（基礎
　年金）に上乗せした公的な年金制度です。
　　年間 60 日以上農業に従事する方であれば
　誰でも加入できます。
　▣問合せ　農業委員会　℡ 2-2695
　　　　　　びらとり農協営農課　℡ 2-2020
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みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。
「すずらんのまち」だより

平取町公式キャラクター
「ビラッキー」



　沙流川歴史館では、今年の秋に開催する特別
展で町の保存樹や町内にある「未来に残したい
樹木」を紹介する予定です。
　皆さんの「未来に残したい樹木」を次のとお
り募集しますので、ぜひご応募ください。
▷対象樹木
 ・見事な花、珍しい花を咲かせる樹木
 ・紅葉がきれいな樹木
 ・樹勢が素晴らしい樹木
 ・いわれ（言い伝え）のある樹木
 ・樹木による景観が美しい場所（並木）など
▷応募条件
 ・町内で見学できる場所にあること
 ・私有地の場合は所有者の承諾
 ・職員による写真撮影の承諾
▷応募方法
　樹種、樹木や景観の場所、選定理由、見ごろ
　の時期、写真（無くても構いません）を持参
　または郵送、もしくは電話、FAX、メールで
　応募ください。
　電話 2-4085 / FAX 2-4086
　メール：sar.muse@town.biratori.lg.jp
▷応募締切　７月 31 日（木）
　　　　　　※見ごろを迎える前に応募ください。

  「未来に残したい樹木（き）」募集
  問 沙流川歴史館　℡ 2-4085

　今年の秋に開催予定の 2025 年平取町立二風
谷アイヌ文化博物館特別展「二風谷の記憶 ‐ く
らしと観光 ‐ 」では、昭和 30 年～ 60 年代の
観光ブームの中で撮影された二風谷の写真をと
おして、当時のまちの風景や人々の営みを紹介
します。
　展示では、地域の皆さんの写真も活用し、よ
り多くの視点から当時の二風谷を伝えたいと考
えています。ご提供いただいた写真は、展示の
中で紹介させていただきます。「うちにもある
かも？」と思った方は、ぜひお知らせください。
▷応募条件
 ・昭和 30 年～ 60 年代の二風谷の様子（風景、
　 観光、くらしなど）が写っているもの
 ・人物が写っている場合は、本人またはご家族
　等の承諾を得たもの
▷写真について
 ・タブレットやパネルでの展示となります。
 ・スキャン（デジタル化）したのち、返却します。
　※データは博物館の資料として保管します。
▷応募方法
　写真を持参または郵送、もしくは電話、FAX、
　メール、以下 SNS のメッセージより応募くだ
　さい。　電話 2-2892 / FAX 2-2828
　　　　　メール：ranko@town.biratori.lg.jp

　　　　　Instagram　　　　　Facebook

  二風谷の写真 募集
  問 二風谷アイヌ文化博物館　℡ 2-2892

　町では、移住・定住施策の一環として、単身
者世帯や家族向け世帯等が入居できる賃貸共同
住宅（アパート等）建設の促進を図るため、個人・
法人に対して、その建設費用の一部を助成して
います。申請に係る相談を次の期間で受け付け
しますので、希望される方はお問い合わせくだ
さい。詳細は、町ホームページでご確認ください。
▷相談期間　４月１日（火）～５月 16 日（金）
▷助成額
　町内施工業者の場合（いずれも１戸あたり）
　１LDK　200 万円（上限家賃 46,000 円）
　１LDK　300 万円（上限家賃 41,000 円）
※町外業者の場合は上記補助単価の 90% 相当額
　となります。

  民間賃貸共同住宅（アパート）等
  建設費用助成事業の相談受付
  問 まちづくり課 地域戦略係　℡ 2-2222

  空き家の解体に係る補助
  問 まちづくり課 地域戦略係　℡ 2-2222

　町では、「専用住宅または併用住宅の解体に
係る費用の一部」に対して助成する事業を実施
します。希望する方はお申込みください。
　昨年度から町内業者の条件も下記（※ 2）のと
おり変更になっていますので、ご注意ください。
▷受付期間　４月１日（火）～５月９日（金）
▷対象者　　住宅所有者であり、世帯全員が町
　　　　　　 税等を滞納していないこと
▷補助対象
　町固定資産台帳に「専用住宅」または「併用
　住宅」として登録されている家屋
※ 1　併用住宅の解体において、非居住部分の
　みを解体する場合は補助対象外。
▷対象工事　町内業者が行う解体工事（※ 2）
※ 2　町内業者は、建設業法（昭和 24 年法律
　第 100 号）第３条第１項の許可（同法別表第
　１下欄に掲げる事業のうち建築工事業、とび・
　土木工事業および除却工事業に係る許可に限
　る。）を受けた者または建設工事に係る資材
　の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律
　第 104 号）第 21 条第１項の登録を受けた者
　（それぞれ町内に本店、支店等の事業所を有
　する建設業者又は除却工事業者（個人事業者
　を含む。）に限る。）となります。
▷助成額　解体費用の 1/2 以内（30 万円を限度）
　　　　　とし、国や道などから補助・交付金
　　　　　の対象となる費用は除く
▷申請書類
　申請書（役場・両支所に設置）、誓約書兼同
　意書、工事見積書、住宅平面図、解体前の写真、
　固定資産税名寄帳兼補充課税台帳ほか、詳細
　はお問い合わせください。
▷その他　補助対象住宅除却後の土地について
　　　　　空き地活用のために、可能な限り空
　　　　　き家バンクの登録に協力してください。
※ 3　交付決定前に工事に着手した場合は補助
　対象となりませんので、ご注意ください。
※４　申請者が多数の場合は、厳正な審査の上、
　交付決定を行います。

  空き家の改修に係る補助
  問 まちづくり課 地域戦略係　℡ 2-2222

　町では、空き家の有効活用を図るため「空き
家の改修に係る費用の一部」に対して助成する
事業を実施します。希望する方はお申し込みく
ださい。
▷受付期間　４月１日（火）～５月９日（金）
▷対象者　　改修する住宅の所有者または利用
　　　　　　者で、世帯全員が町税等を滞納し
　　　　　　ていないこと。
▷補助対象　町空き家バンクに登録された家屋
▷対象工事　町内業者が行う改修工事
▷助成額　　解体費用の 2/3 以内（50 万円を
　　　　　　限度）とし、国や道などから補助・
　　　　　　交付金の対象となる費用は除く
▷申請書類
　申請書（役場・両支所に設置）、誓約書兼同
　意書、工事見積書、住宅平面図、改修前の写真、
　固定資産税名寄帳兼補充課税台帳ほか、詳細
　はお問い合わせください。
※１　交付決定前に工事に着手した場合は補助
　対象となりませんので、ご注意ください。
※２　申請者が多数の場合は、厳正な審査の上、
　交付決定を行います。

室蘭気象台の天気に関する
問い合わせ電話番号が変わりました

　令和 7 年 3 月 25 日（火）から室蘭気象台の天
気に関する問い合わせの電話番号が変わりました。
　【24 時間利用可能】

　TEL：011-676-5025（自動音声案内）
　※音声案内に従い、天気予報は１＃を、観測
　　結果は２＃を、警報・注意報は３＃を、
　　その他のご相談は４＃を押してください。
　問 まちづくり課 防災係　℡ 2-2222

　札幌弁護士会では、毎月各地区で相談会を開
催しています。事前予約がない場合は、当日弁
護士の来庁はありませんので、ご注意ください。
▷日時　４月   ８日（火）　13：30 ～ 15：00
　　　　４月 22 日（火）　10：30 ～ 12：00
▷場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室
※予約は町民課町民福祉係へ（℡ 4-6113）
　また、札幌弁護士会運営の電話相談「ハロー
弁護士相談」も次のとおり開設しています。
▷開設時間　10：00 ～ 16：00（月～金曜日）
▷ハロー弁護士相談予約先　011-281-8686

  弁護士無料法律相談会
  問 町民課 町民福祉係  ℡ 4-6113

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。 すずらんのまちだより 令和7（2025）年 3月 28日
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　役場関係

　電話番号

  （01457）

平取町役場      
総務課 （代表）  

まちづくり課 

アイヌ施策推進課

観光商工課

産業課              

農業委員会・土地改良区

税務課              

出納室              

建設水道課       

議会事務局       

                          

ふれあいセンターびらとり

                                                   

町民課

保健福祉課
保健推進係・子育て支援係

                           

介護支援係・介護保険係

                                         

児童館                

子ども発達支援センター

                          

地域包括支援センター
「ほほえみ」         

平取町教育委員会
生涯学習課

中央公民館        

町民体育館         

二風谷アイヌ文化博物館

                  

沙流川歴史館     

図書館                

役場振内支所   

役場貫気別支所

平取町国民健康保険病院

　                            

平取町社会福祉協議会

                           

平取町外 2 町衛生施設組合

                           

平取消防署         

「平取町防災情報メール」を登録

願います。

　平取町の防災情報（気象情
報）、防犯情報やイベント情報を
知ることができます。
　次のメールアドレスに、空
メールを送信することで登録が
できます。( 件名・本文不要 )
b o u s a i . b i r a t o r i - t o w n @
raiden3.ktaiwork.jp

℡ 2-2221

℡ 2-2222

℡ 2-2341

℡ 3-7703

℡ 2-2223

℡ 2-2695

℡ 2-2224

℡ 2-2225

℡ 2-2226

℡ 2-2227

℡ 4-6111

℡ 4-6113

℡ 4-6112

℡ 4-6114

℡ 2-3026

℡ 2-3400

℡ 2-3700

℡ 2-2619

℡ 2-2619

℡ 2-2749

℡ 2-2892

℡ 2-4085

℡ 4-6666

℡ 3-3211

℡ 5-5204

 ℡ 2-2201

℡ 4-2267 

℡ 2-2024

℡ 2-2361



  町木「カツラ」の苗木 配布します
  問 産業課 林務係　℡ 2-2223

　 町では、安らぎと潤いのある快適な生活環境
づくりを目指し、昨年度に引き続き、個人を対
象に町木「カツラ」の苗木を配布します。希望
される方は次によりお申込みください。
▷配布苗木　町木「カツラ」
▷配布本数　5 本（先着）
▷配布対象　町内在住の方で自宅等に植樹され
　　　　　　る方（１世帯あたり 1 本限定）
▷申込み　　4 月 18 日（金）までに所定の申
　　　　　　込書に必要事項を記入し、産業課
　　　　　　林務係に提出してください。

  緑化用苗木を配布します
  問 産業課 林務係　℡ 2-2223

　町では、安らぎと潤いのある快適な生活環境
づくりを目指し、緑化用苗木の配布を次により
実施しますので、希望される方は次によりお申
込みください。
▷配布予定苗木
　町木「カツラ」、「サクラ」などの緑化木
▷配布対象団体　
　町内の公共施設等に植樹を計画している自治
　会、団体またはグループ
▷申込み
　4 月 18 日（金）までに所定の申込書に記入し、
　施設管理者の同意書を添付して、産業課林務
　係に提出してください。
※応募数により、配布数量を調整する場合があ
　ります。

  アライグマ春期捕獲推進期間
  問  町民課 生活環境係　℡ 4-6113

　アライグマは、春に平均４頭の子どもを産み、
夏にはその子どもが親と行動し農作物等に被害
を及ぼします。そのため、出産・授乳期の春頃
のメス（成獣）を１頭捕獲することで、５頭捕
獲と同等の効果があり、夏以降の農業被害抑制
の効果が期待されます。
　また、夏以降に農業被害が発生してからワナ
が仕掛けられる場合が多いですが、食料が少な
く、エサ誘引効果が高い春期にワナを仕掛ける
ことが効果的とされていますので、ご協力をお
願いします。
※野生動物を捕獲する場合、登録や許可等の手
　続きが必要です。
※町民課生活環境係および両支所で、箱わなの
　無料貸出を行っています。なお、防除従事者
　証の交付を受けていない方は、防除従事者登
　録後の貸出となります。

　4 月 1 日から 5 月 31 日までは「春のヒグマ
注意特別期間」です。春は山菜採りなどのため、
人間がヒグマの生息する野山に出かける機会が
多い季節であることに加え、ヒグマも冬眠明け
で餌を求めて活発に活動するため、人間とヒグ
マが遭遇する機会が多くなる季節です。事故を
防ぐために次のことに注意しましょう。
◆ヒグマに出会わないことが一番◆
　・音を出しながら歩きましょう。
　・うす暗いときには山に入らないようにしま
　　しょう。
　・ヒグマのフンや足あとなどを見つけたら、
　　すぐに引きかえしましょう。
◆ゴミはヒグマを呼びよせます◆
　・ぜったいゴミを捨てない ‼ ゴミはすべて
　　持ち帰りましょう。
　・動物の死体を見つけたら、その場からはな
　　れましょう。

  ヒグマに注意 ‼
  問 町民課 生活環境係　℡ 4-6113 

  ◈ 春の全国交通安全運動 ◈
　　　　４月６日から４月１５日
　15 日（火）は、町民交通安全の日です。

　町では、「住宅の改修工事に係る費用の一部」
に対して助成する事業を実施します。希望され
る方は次によりお申込みください。
▷対象者　町在住の住宅所有者であり、世帯全
　　　　　員が町税等を滞納していないこと
▷対象工事　
　改修費用が 30 万円以上で、町内業者が行う
　工事（増築・改築・改修） 
▷助成額
　工事費用の 1/2 以内（30 万円を限度）とし、
　国や道などから補助・交付金の対象となる費
　用は除く。
▷受付期間　4 月 1 日（火）～ 5 月 15 日（木）
▷申請書類
　申請書（役場、両支所に設置）、住民票謄本、
　リフォームを行う家屋が記載された固定資産
　台帳等（固定資産税名寄帳等）の写し、工事
　見積書等ほか、詳細はお問い合わせください。
※申請者が多数の場合は、抽選により交付決定
　を行います。
※申請書様式は、町ホームページからのダウン
　ロードも可能です。

  住宅リフォーム促進助成事業 受付
  問 建設水道課 建築係　℡ 2-2226

  山火事に注意しましょう
  問  産業課 林務係　℡ 2-2223

　これからの時期の野山は非常に乾燥しており、
山火事が発生しやすい危険な状態です。
　恐ろしい山火事から森林を守るため、次のこ
とを必ず守りましょう！
　《　強化期間：4月 1日～ 5月 31日　》
1. 森林内で火気は扱わないでください。
2. 森林および森林付近で火入れをする場合は必
　ず許可を受けてください。
3. 山火事巡視員の指示には必ず従ってください。
4. 入林の際は必ず入林届および許可を受けてく
　ださい。
　①国有林：日高北部森林管理署
　②町有林：役場産業課・両支所・町巡視員
　　　　　　入林ボックス
　③私有林：所有者・管理者

  令和 7 年度
  国民年金保険料額のお知らせ
  問 町民課 住民年金係　℡ 4-6113

　令和７年４月からの国民年金保険料は、月額
17,510 円です。保険料は、金融機関、コンビ
ニエンスストアでお支払いできます。また、口
座振替やクレジットカード、スマートフォンア
プリを使用した電子（キャッシュレス）決済に
よるお支払いもできますので、納め忘れのない
ようにしましょう。

【問合先】苫小牧年金事務所　0144-37-3500
　　　　  町民課住民年金係　4-6113

  物価高騰対応重点支援給付金のご案内
  問  町民課 町民福祉係　℡ 4-6113
　　保健福祉課 子育て支援係　℡ 4-6112

　物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計へ
の影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）
に対して、１世帯あたり３万円を給付します。
▷支給対象者
　令和６年 12 月 13 日時点において、平取町 
　の住民基本台帳に登録され、世帯全員の令和
　６年度住民税が非課税である世帯
▷支給手続き
　該当する世帯には「支給決定通知書」、対象と
　思われる世帯には「確認書」を送付しています。
　確認書は返送が必要な書類になりますので、
　必要事項を記入のうえ、期日までに同封の返
　信用封筒にて返送してください。
　なお、審査の結果、支給却下となる場合もあ
　りますので、ご了承ください。
▷受付期限　５月 30 日（金）まで
▷問合先　　町民課町民福祉係（電話 4-6113）

【こども加算給付金】
　上記給付金の支給対象世帯のうち、18 歳以
下の児童（平成 18 年４月２日以降生まれ）を
扶養している子育て世帯に対して、こども加算

（児童１人当たり２万円）を別途支給します。
　該当する世帯には、上記給付金の支給決定通
知書と一緒に「支給通知書」を送付しています
ので、原則手続きは不要です。
※詳しくは、保健福祉課子育て支援係
　（℡ 4-6112）までお問合わせください。

  農業試験展示ほ成績書を発行
  問 農業支援センター　℡ 2-2383

　令和 6 年度に町内の各農業生産組織および日
高農業改良普及センター日高西部支所が実施し
た、各種農業試験展示ほの結果をまとめました。
　成績書（冊子または PDF ファイル）をご希望
の方は、農業支援センターへご連絡ください。
▷主な内容
①農作物生育概況：水稲・飼料作物・野菜
②水稲部門：作況調査
③畑作部門：春まき小麦・大豆生育調査
④野菜部門：トマト新品種生育調査・栽培管理
　　　　　　（変温管理、長期多段どり）実証・
　　　　　　土壌改良試験など
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